
衛生局支部ニュース

えいせい
ＮＯ．４５ ２０１１年８月２日発行

発行責任者 森越 初美

Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５３２０－７４１２(直)

内 線 ６３－２１０

Ｆ Ａ Ｘ ０３－３３４９－１５０２

Ｅメール info@eiseikyoku-shibu.com

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.eiseikyoku-shibu.com

し
て
運
営
す
る
こ
と
を
要
求
し
ま

す
。
梅
ヶ
丘
病
院
跡
地
で
の
小
児

精
神
科
病
床
の
確
保
と
多
摩
地
域

で
の
小
児
医
療
の
充
実
を
要
求
し

ま
す
。

３
夜
勤
問
題
を
抜
本
的
に
解
決
す

る
こ
と

逆
循
環
※
で
勤
務
間
隔
の
確
保

が
困
難
な
現
行
の
三
交
替
も
、
平

均
１８
時
間
４６
分
（
二
交
替
疲
労
度

調
査
よ
り
）
に
も
な
る
二
交
替
も

働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。
日
本
看
護
協

会
も
１６
時
間
二
交
替
夜
勤
は
、
問

題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
東
京
都
が
、
他
の
府
県

に
先
立
っ
て
、
医
療
安
全
の
確
保

の
た
め
に
も
、
看
護
師
の
勤
務
時

間
を
正
循
環
※
の
三
交
替
に
実
現

す
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

４
療
育
施
設
の
運
営
は
直
営
と
し
、

在
宅
支
援
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
充

実
さ
せ
る
こ
と

衛
生
局
支
部
・病
院
支
部
重
点
要
求
書

衛
生
局
、
病
院
両
支
部
は
、
２
０
１
２
年
度
予
算
・
人
員
要
求
書
を
ま
と
め
ま
し
た
。
東
日
本
大

震
災
に
福
祉
保
健
局
・
病
院
経
営
本
部
の
職
員
が
、
被
災
者
の
救
助
、
被
災
地
の
復
興
・
復
旧
の
た

め
多
数
派
遣
さ
れ
、
多
大
な
活
躍
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
大
震
災
を
教
訓
に
、
大
都
市
で
地
震
な
ど
災
害
が
起
こ
っ
た
時
に
被
害
を
最
小
限
に

く
い
止
め
る
こ
と
も
含
め
要
求
書
を
作
成
し
ま
し
た
。

が
弱
体
化
し
、
今
回
の
震
災
で
も

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

被
災
地
支
援
で
は
公
衆
衛
生
の

役
割
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
保
健
所
の
危
機
管
理
機

能
強
化
の
み
で
な
く
、
住
民
の
健

康
と
安
全
な
暮
ら
し
を
守
る
保
健

所
の
総
合
性
と
科
学
性
を
強
化
す

る
た
め
に
大
幅
な
人
員
増
を
要
求

し
ま
す
。
市
町
村
に
対
し
て
は
公

衆
衛
生
水
準
を
高
め
る
よ
う
予
防

接
種
な
ど
は
全
額
補
助
と
す
る
な

ど
、
財
政
的
・
人
的
な
措
置
を
行

う
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

６
（
財
）
医
学
総
合
研
究
所
の
民
主

的
な
運
営
を
行
う
こ
と

４
月
に
３
つ
の
旧
研
究
所
（
神

経
研
・
精
神
研
・
臨
床
研
）
は
、

東
京
都
総
合
医
学
研
究
所
と
し
て

一
つ
に
統
合
さ
れ
ま
し
た
が
、
運

営
形
態
の
多
く
を
先
行
移
転
し
た

臨
床
研
の
方
式
そ
の
ま
ま
に
新
研

究
所
へ
持
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
そ

の
是
々
非
々
を
吟
味
し
、
旧
３
研

究
所
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら

れ
る
よ
う
民
主
的
な
話
し
合
い
を

す
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

ま
た
、
近
年
管
理
団
体
に
多
く

導
入
さ
れ
て
い
る
任
期
付
き
で
固

有
研
究
員
の
採
用
に
反
対
し
ま

す
。
こ
れ
ら
の
固
有
職
員
は
、
身

分
が
不
安
定
で
、
高
学
歴
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
の
予
備
軍
と
な
っ
て
い

ま
す
。
使
い
捨
て
で
な
く
パ
ー
マ
ネ

ン
ト
採
用
を
行
う
べ
き
で
す
。

７
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
機
能

の
充
実
と
、
健
康
危
機
に
対
応
す
る

た
め
の
新
た
な
人
材
を
確
保
す
る
こ

と
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
健

康
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー
」
（
仮
称
）

化
構
想
を
見
直
し
、
新
た
な
人
材
を

確
保
し
て
試
験
検
査
・
研
究
の
た
め

の
技
術
継
承
が
で
き
る
体
制
作
り

を
進
め
、
都
民
の
保
健
、
衛
生
、
安

全
等
に
関
わ
る
試
験
研
究
機
関
と

し
て
幅
広
い
分
野
の
試
験
検
査
、
調

査
研
究
が
で
き
る
よ
う
要
求
し
ま

す
。福

島
原
発
の
放
射
能
汚
染
調
査

等
に
十
分
な
正
規
職
員
の
人
員
・
予

算
措
置
を
行
う
こ
と
を
要
求
し
ま

す
。

近
年
、
吸
入
器
を
携
帯
し
て
在

宅
に
な
る
障
害
児
は
急
増
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
在
宅
の
生
活
を

支
援
す
る
体
制
は
脆
弱
で
す
。
そ

う
し
た
中
、
都
立
の
療
育
施
設
は

大
き
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。

北
療
城
北
分
園
の
建
替
え
と
府

中
療
育
セ
ン
タ
ー
と
多
摩
療
育
園

の
建
替
え
計
画
が
進
行
中
で
す

が
、
あ
り
方
・
機
能
を
十
分
検
討

し
、
医
療
を
必
要
と
す
る
障
害
児

（
者
）
の
在
宅
支
援
に
応
え
ら
れ

る
よ
う
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
す
。

ま
た
、
建
設
・
運
営
に
つ
い
て

Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
し
な
い
こ
と
。
都
内

の
療
育
施
設
は
ま
だ
ま
だ
不
足
し

て
い
ま
す
。
都
と
し
て
療
育
施
設

の
建
設
を
計
画
す
べ
き
で
す
。

５
公
衆
衛
生
を
充
実
強
化
す
る
こ

と
地
域
保
健
法
施
行
か
ら
１
５
年

目
と
な
り
、
健
康
自
己
責
任
論
の

強
ま
り
の
中
、
保
健
所
統
廃
合
や

機
能
の
縮
小
な
ど
公
衆
衛
生
機
能

１
保
健
・
衛
生
・
医
療
の
観
点
か

ら
災
害
対
策
を
見
直
す
こ
と

災
害
対
策
条
例
に
つ
い
て
、
震

災
対
策
の
第
一
を
「
自
己
責
任
原

則
」
と
す
る
立
場
を
改
め
、
災
害

を
最
小
限
に
す
る
行
政
の
責
任
を

果
た
す
立
場
を
明
確
に
し
、
地
域

防
災
計
画
に
つ
い
て
、
最
悪
の
規

模
の
地
震
を
想
定
し
抜
本
的
に
見

直
す
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

２
都
立
病
院
の
運
営
形
態
は
都
立

直
営
と
し
て
運
営
す
る
こ
と

Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
る
建
設
や
運
営
の

不
具
合
や
問
題
点
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
。
保
健
医
療
公
社
病

院
で
は
看
護
師
の
欠
員
に
よ
る
病

棟
閉
鎖
は
解
消
さ
れ
た
も
の
の
無

理
な
運
営
が
続
い
て
い
ま
す
。
都

民
や
職
員
の
意
見
を
聞
き
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
や
保
健
医
療
公
社
の
運
営
を
や

め
、
地
方
独
立
行
政
法
人
化
検
討

や
実
施
を
中
止
し
、
都
立
病
院
と
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☆ 茶 豆

３００ｇ 組合員４７０円

その他４９０円

☆ ブルーベリー

１００ｇ 組合員２８０円

その他３００円

衛生局支部書記局 27 階南側

※本庁舎以外で取り組む場合は予め連絡ください。

第４回支部つり大会

１ 日 時 ８月２７日（土）午前１０時

２ 場 所 奥多摩大丹波国際ます釣場

（青梅線川井駅下車徒歩２５分）

３ 参加費 おとな１，０００円

こども（中学生まで）５００円

４ 昼 食 焼きそば･フランクフルト

鱒･飲み物など用意します。

※おにぎり程度を持参してください。

今
後
の
日
程

★
病
院
・
衛
生
局
支
部
野
球
大
会

日
時

８
月
６
日
（
土
）

９
月
１０
日
（
土
）

★
原
水
禁
世
界
大
会

日
時

８
月
７
日
～
９
日

場
所

長
崎
県

★
自
治
労
連
大
会
日
程

日
時

８
月
２０
日

（
医
療
部
会･

公
衆
衛
生
部
会･

女
性

部
等
総
会
）

自
治
労
連
大
会

８
月
２１
日
～
２３
日

★
囲
碁
大
会

日
時

９
月
１７
日
（
土
）

場
所

日
本
棋
院
八
重
洲
囲
碁
セ
ン
タ
ー

８
育
児
短
時
間
勤
務
、
夜
勤
免
除

等
、
働
き
続
け
る
た
め
の
制
度
を

誰
も
が
使
え
、
職
場
に
実
質
欠
員

が
生
じ
な
い
よ
う
な
人
員
配
置

を
行
う
こ
と

働
き
続
け
る
た
め
に
育
児
短

時
間
制
度
を
利
用
す
る
職
員
が

多
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
制
度

を
利
用
し
た
後
の
業
務
を
行
う

十
分
な
人
員
の
手
立
て
が
な
く
、

残
さ
れ
た
職
員
に
し
わ
寄
せ
さ

れ
て
い
ま
す
。
育
児
短
時
間
制
度

や
夜
勤
免
除
を
利
用
し
て
も
業

務
に
支
障
が
で
な
い
よ
う
代
替

え
の
人
員
増
を
要
求
し
ま
す
。

看
護
職
場
の
夜
勤
に
欠
員
が

生
じ
な
い
よ
う
要
求
し
ま
す
。

９
都
立
病
院
の
７
対
１
看
護
基

準
は
病
床
利
用
規
制
や
他
部
門

か
ら
の
補
充
で
は
な
く
、
増
員
で

行
う
こ
と

看
護
師
の
定
数
増
な
し
に
７

対
１
看
護
基
準
を
導
入
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
Ｉ
Ｃ
Ｕ
な
ど
か

ら
の
助
勤
や
人
員
剥
が
し
も
行

わ
れ
、
委
員
会
へ
の
参
加
や
年
休

取
得
も
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
入
院
待
ち
患
者
が
多
数
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
７
対
１
看

護
基
準
を
取
得
す
る
た
め
病
床

稼
働
率
調
整
の
た
め
の
規
制
が

さ
れ
て
い
ま
す
。
定
数
増
に
よ
る

７
対
１
看
護
の
実
現
を
要
求
し

ま
す
。

１０
精
神
疾
患
の
増
大
に
伴
い
、
精

神
医
療
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と

診
療
報
酬
制
度
で
は
一
般
科

に
比
較
し
て
精
神
科
医
師
・
看
護

師
の
配
置
数
が
低
く
抑
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
他
の
都
立
病
院
並
み

の
水
準
に
引
き
上
げ
る
た
め
に
、

身
体
合
併
症
、
救
急
病
棟
の
看
護

師
配
置
を
10
対
１
と
し
、
医
師
の

増
員
と
特
に
措
置
入
院
や
身
体

拘
束
に
不
可
欠
な
精
神
科
指
定

医
の
増
員
を
要
求
し
ま
す
。

１１
業
務
に
見
合
っ
た
人
員
配
置

で
過
重
労
働
を
一
掃
し
、
健
康
で

働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
を
つ
く
る

こ
と過

酷
な
人
員
削
減
や
強
引
な

組
織
統
合
に
よ
り
、
超
勤
が
増
大

し
、
多
く
の
職
員
が
疲
弊
し
て
い

ま
す
。
団
塊
世
代
の
大
量
退
職
と

採
用
抑
制
の
た
め
に
年
齢
構
成

に
不
均
衡
が
生
じ
て
お
り
、
仕
事

の
専
門
性
や
技
術
の
継
承
も
困

難
と
な
っ
て
い
ま
す
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
全
に
よ

る
休
職
者
の
増
加
、
パ
ワ
ー
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
顕
在
化
、
働
く
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
低
下
な
ど
を

な
く
し
、
健
康
で
働
き
続
け
る
た

め
に
、
業
務
に
見
合
っ
た
人
員
配

置
を
要
求
し
ま
す
。
再
任
用
に
つ

い
て
は
定
数
外
と
す
る
こ
と
を

要
求
し
ま
す
。

１２
非
正
規
職
員
の
待
遇
改
善
と

委
託
業
務
の
見
直
し
を
行
う
こ

と
正
規
職
員
の
不
足
を
非
正
規

職
員
で
補
い
、
ほ
ぼ
同
じ
仕
事
を

し
て
も
待
遇
は
低
い
官
製
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
が
職
場
に
広
が
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
病
院
、
福
祉
施
設
、
保

健
所
等
で
行
わ
れ
て
い
る
委
託

業
務
の
中
に
は
「
偽
装
請
負
」
と

言
わ
れ
か
ね
な
い
実
態
が
あ
り

ま
す
。
非
正
規
職
員
の
待
遇
改

善
、
委
託
業
務
の
見
直
し
を
行
う

よ
う
要
求
し
ま
す
。

１３
公
契
約
条
例
を
早
急
に
確
立

す
る
こ
と

石
原
都
政
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス

を
民
間
委
託
や
民
営
化
な
ど
強

行
し
て
い
ま
す
が
、
委
託
労
働
者

の
賃
金
は
最
低
賃
金
、
労
働
環
境

は
労
働
基
準
法
す
れ
す
れ
で
す
。

委
託
労
働
者
の
生
活
と
権
利

を
守
り
、
こ
れ
以
上
の
委
託
を
や

め
、
公
契
約
条
例
を
早
急
に
確
立

語
彙
解
説

逆
循
環
＝
看
護
師
な
ど
の
勤
務
は
、
通
常
、

日
勤
・
準
夜
・
深
夜
の
８
時
間
三
交
替
に
な
っ

て
い
ま
す
。
日
勤
か
ら
深
夜
、
準
夜
か
ら
日
勤

は
そ
の
間
隔
が
８
時
間
し
か
な
く
、
残
業
が
入

る
と
そ
の
間
隔
が
さ
ら
に
短
く
な
り
ま
す
。

正
循
環
＝
勤
務
と
勤
務
の
間
隔
を
十
分
に

と
っ
て
体
力
や
気
力
の
回
復
を
は
か
る
た
め
、

例
え
ば
、
日
勤
し
た
ら
次
の
日
は
準
夜
、
準
夜

を
し
た
ら
次
の
日
は
休
み
で
深
夜
勤
務
な
ど

と
す
る
。
た
だ
し
こ
の
勤
務
を
常
態
化
す
る
た

め
に
は
、
病
棟
勤
務
者
２４
名
を
最
低
で
も
３

名
以
上
の
看
護
師
の
増
員
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

す
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。


